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(57)【要約】
【課題】家具（家具本体）の側方に生じた空間を、より
有効に活用することができる家具などを提供する。
【解決手段】家具本体２と、この家具本体２の側方に位
置する側方収納部３と、この側方収納部３が前方に向け
て出し戻し自在となるように、前記側方収納部３を前記
家具本体２にスライド自在に取り付ける取付手段４と、
からなり、前記側方収納部３が、正面板31と、背面板32
と、前記正面板31と前記背面板32に架設された連結体33
と、を有し、この連結体33が、前記取付手段４によって
、前後方向にスライド自在に前記家具本体２の側面に取
り付けられていることで、前記側方収納部３が前方に向
けて出し戻し自在となっている家具１とした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　家具本体と、
この家具本体の側方に位置する側方収納部と、
この側方収納部が前方に向けて出し戻し自在となるように、前記側方収納部を前記家具本
体にスライド自在に取り付ける取付手段と、からなり、
　前記側方収納部が、
正面板と、背面板と、前記正面板と前記背面板に架設された連結体と、を有し、
この連結体が、前記取付手段によって、前後方向にスライド自在に前記家具本体の側面に
取り付けられていることで、前記側方収納部が前方に向けて出し戻し自在となっている、
家具。
【請求項２】
　取付手段が、
伸縮自在に組み合わされる一組のガイドレールを有するスライドレールと、
前記一組のガイドレールのうち、一方のガイドレールに取り付けられたスライドレール支
持板と、を備えており、
　前記一組のガイドレールのうち他方のガイドレールが、側方収納部の連結体に取り付け
られており、
　前記スライドレール支持板が、家具本体の側面に取り外し可能な状態で取り付けされて
いる、
請求項１記載の家具。
【請求項３】
　家具が、室内の壁面に沿って設置される壁面家具であり、
　側方収納部が、家具本体を室内に設置した状態で家具本体の左右の側面のうち少なくと
も片方の側面と室内の側壁面との間に形成される隙間空間に位置し、
　側方収納部の正面板が、家具本体を室内に設置した状態で家具本体の左右の側面のうち
少なくとも片方の側面と室内の側壁面との間に形成される隙間空間を正面視から概ね隠す
ような大きさ及び形状である、
請求項１又は２記載の家具。
【請求項４】
　側方収納部は、正面板の外縁部が外方に突出していることで、
前記外縁部の裏側面と室内の設置壁面との間に側方空間が生じるように構成した、
請求項１～３のいずれか記載の家具。
【請求項５】
　側方収納部の奥行きが、家具本体の奥行きよりも短くなっていることで、
側方収納部の正面板の正面を家具本体の正面と概ね同一平面上に位置させた際に、側方収
納部の背面板と室内の設置壁面の間に後方空間が形成されるように構成した、
請求項１～４のいずれか記載の家具。
【請求項６】
　側方収納部の下面に車輪が取り付けられている、
請求項１～５のいずれか記載の家具。
【請求項７】
　側方収納部の下面のうち後部側には車輪が取り付けられていない、
請求項１～６のいずれか記載の家具。
【請求項８】
　家具本体の側面に設置される側方収納ユニットであって、
家具本体の側方に位置する側方収納部と、
この側方収納部が前方に向けて出し戻し自在となるように、前記側方収納部を前記家具本
体にスライド自在に取り付ける取付手段と、からなり、
前記側方収納部は、
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正面板と、背面板と、前記正面板と前記背面板に架設された連結体と、を有し、
前記取付手段は、
伸縮自在に組み合わされる一組のガイドレールを有するスライドレールと、
前記一組のガイドレールのうち、一方のガイドレールに取り付けられたスライドレール支
持板と、を備えており、
前記一組のガイドレールのうち他方のガイドレールが、
側方収納部の連結体に取り付けられており、
前記スライドレール支持板を、家具本体の側面に取り付けることで、家具本体の側面に設
置される、
側方収納ユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、家具および側方収納ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　家具には、限られた室内空間を有効に活用して多くの物を収納するといったニーズに対
応することが求められている。しかしながら、室内等に家具を設置すると、家具どうしや
家具と室内の側壁面との間に空間が生じてしまうことが多く、これら空間の有効活用が課
題となっていた。
【０００３】
　また、近年、収納力やデザイン性の観点から壁面収納が広く採択されるようになってき
た。なかでも、大掛かりな工事等が不要で、室内等に設置することができる後付けタイプ
の壁面家具は人気が高い。ところが、このような壁面家具においても、同様の課題があっ
た。特に、壁面家具の側面と室内の側壁面との間に隙間空間が生じると、室内との一体感
や、高級感を損なうことになり、好ましくなかった。
【０００４】
　壁面家具におけるこのような課題を解決するための技術は、例えば、本件出願人が過去
に出願した下記特許文献１に記載されているものがある。
【０００５】
　特許文献１には「壁面家具本体と、壁面家具を室内に設置した状態で前記壁面家具本体
の左右の側面のうち少なくとも片方の側面と室内の側壁面との間に形成される隙間空間を
正面視から隠す側扉と、この側扉を前記壁面家具本体の側面の前縁付近に回動自在に連結
する側扉取付部材と、を備えており、前記側扉取付部材は、前記壁面家具本体の左右の側
面のうち前記側扉が連結される側面に重ねた状態で脱着自在に取り付けられた縦長の支持
板と、この支持板の前縁に対して前記側扉を回動自在に連結する蝶番手段と、を有し、前
記支持板は、その前縁が、前記壁面家具本体の左右の側面のうち前記側扉が連結される側
面の前縁と概ね重なるように取り付けられており、壁面家具の高さが２ｍ以上であり、前
記側扉が、上側扉と下側扉の上下に分割されているとともに、前記支持板が、上支持板と
下支持板の上下に分割されており、前記上支持板には、前記上側扉が、前記蝶番手段によ
って回動自在に連結され、前記下支持板には、前記下側扉が、前記蝶番手段によって回動
自在に連結されている、壁面家具。」が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許５４８６８０１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１記載の壁面家具は、壁面家具の側面と室内の側壁面との間に生じる隙間
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空間を隠して室内との一体感や高級感を向上させるとともに、この隙間空間を収納空間と
して容易に有効利用することができるものである。しかしながら、より有効に、家具どう
しや家具と室内の側壁面との間に生じた空間を活用したいというニーズがあった。
【０００８】
　本発明は、上述の事柄に留意してなされたものであって、家具（家具本体）の側方に生
じた空間を、より有効に活用することができる家具および側方収納ユニットを提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本発明の家具は、家具本体と、この家具本体の側方に位置
する側方収納部と、この側方収納部が前方に向けて出し戻し自在となるように、前記側方
収納部を前記家具本体にスライド自在に取り付ける取付手段と、からなり、前記側方収納
部が、正面板と、背面板と、前記正面板と前記背面板に架設された連結体と、を有し、こ
の連結体が、前記取付手段によって、前後方向にスライド自在に前記家具本体の側面に取
り付けられていることで、前記側方収納部が前方に向けて出し戻し自在となっている構成
とした。
【００１０】
　この家具は、側方収納部が前方に向けて出し戻し自在に構成されているため、側方収納
部への収納が容易であり、家具本体の側方に生じた空間を、より有効に活用することがで
きる。
　また、家具本体の側方に生じた空間を有効利用するためには、例えば、側方に生じた空
間に枠体を設けて、この枠体に収納部を出し入れする構成も考えられるが、本発明の家具
では、側方収納部の連結体が、家具本体の側面に、前後方向にスライド自在に取り付けら
れているため、枠体などを設ける必要がなく、比較的簡単な構成で実現することができる
。
【００１１】
　取付手段が、伸縮自在に組み合わされる一組のガイドレールを有するスライドレールと
、前記一組のガイドレールのうち、一方のガイドレールに取り付けられたスライドレール
支持板と、を備えており、前記一組のガイドレールのうち他方のガイドレールが、側方収
納部の連結体に取り付けられており、前記スライドレール支持板が、家具本体の側面に取
り外し可能な状態で取り付けされている、家具とすることができる。ガイドレールは、イ
ンナーレールやアウターレールとも呼ばれ、スライドレールによって相対的な位置関係を
変化させる物品が取り付けられるレールである。
【００１２】
　この家具は、スライドレール支持板が、家具本体の側面に脱着自在に取り付けられてい
るため、必要に応じて、家具の設置後にスライドレール支持板を脱着することで側方収納
部を取り外したり再度設置したりすることが容易になる。これによって、例えば、他の部
屋に移動設置させやすい家具となる。
【００１３】
　家具が、室内の壁面に沿って設置される壁面家具であり、側方収納部が、家具本体を室
内に設置した状態で家具本体の左右の側面のうち少なくとも片方の側面と室内の側壁面と
の間に形成される隙間空間に位置し、側方収納部の正面板が、家具本体を室内に設置した
状態で家具本体の左右の側面のうち少なくとも片方の側面と室内の側壁面との間に形成さ
れる隙間空間を正面視から概ね隠すような大きさ及び形状である、家具とすることもでき
る。
【００１４】
　この家具は、壁面家具の側面と室内の側壁面との間に生じる隙間空間を隠して室内との
一体感や高級感を向上させるとともに、この隙間空間を収納空間として容易に有効利用す
ることができる。
【００１５】
　側方収納部は、正面板の外縁部が外方に突出していることで、前記外縁部の裏側面と室
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内の設置壁面との間に側方空間が生じるように構成した、家具とすることもできる。
【００１６】
　この家具は、正面板の外縁部が外方に突出していることによって、外縁部の後方（外縁
部の裏側面と室内の設置壁面との間）に側方空間が生じる。部屋の側壁面にコンセントな
どの突起物が存在しているような場合でも、この側方空間に逃がしやすい。
【００１７】
　側方収納部の奥行きが、家具本体の奥行きよりも短くなっていることで、側方収納部の
正面板の正面を家具本体の正面と概ね同一平面上に位置させた際に、側方収納部の背面板
と室内の設置壁面の間に後方空間が形成されるように構成した、家具とすることもできる
。
【００１８】
　この家具は、側方収納部の背面板と室内の壁面の間に後方空間が形成されることによっ
て、部屋の角部付近にコンセントや柱などの突起物が存在しているような場合でも、この
後方空間に逃がしやすい。
【００１９】
　側方収納部の下面に車輪が取り付けられている家具とすることもできる。また、このと
き、側方収納部の下面のうち後部側には車輪が取り付けられていない家具とすることがで
きる。
【００２０】
　側方収納部の下面に車輪が取り付けてあることによって、側方収納部の出し戻しがより
容易になる。また、側方収納部の下面のうち後部側には車輪が取り付けられていないこと
によって、家具の下などに電源コードなどを這わせた場合であっても、車輪が、電源コー
ドなどに乗り上げにくくなる。
【００２１】
　また、上記課題は、家具本体の側面に設置される側方収納ユニットであって、家具本体
の側方に位置する側方収納部と、この側方収納部が前方に向けて出し戻し自在となるよう
に、前記側方収納部を前記家具本体にスライド自在に取り付ける取付手段と、からなり、
前記側方収納部は、正面板と、背面板と、前記正面板と前記背面板に架設された連結体と
、を有し、前記取付手段は、伸縮自在に組み合わされる一組のガイドレールを有するスラ
イドレールと、前記一組のガイドレールのうち、一方のガイドレールに取り付けられたス
ライドレール支持板と、を備えており、前記一組のガイドレールのうち他方のガイドレー
ルが、側方収納部の連結体に取り付けられており、前記スライドレール支持板を、家具本
体の側面に取り付けることで、家具本体の側面に設置される、側方収納ユニットによって
も解決することができる。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明により、家具（家具本体）の側方に生じた空間を、より有効に活用することがで
きる家具および側方収納ユニットを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】第一実施形態の家具を示す分解斜視図である。
【図２】図１の家具を室内の壁面に沿って設置した状態を示す斜視図である。
【図３】図２の状態から側方収納部を前方に向けて引き出した状態を示す斜視図である。
【図４】図２の家具及び室内の平面図である。
【図５】図１の家具の側方収納部の底面図である。
【図６】図１の家具の側方収納ユニットを示す分解斜視図である。
【図７】第二実施形態の家具を室内の壁面に沿って設置した状態を示す斜視図である。
【図８】図７の家具及び室内の平面図である。
【図９】第三実施形態の家具の分解斜視図である。
【図１０】第四実施形態の家具における側方収納部の底面図である。
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【図１１】第五実施形態の家具における側方収納部の底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、図を用いて家具および側方収納ユニットを例示説明する。家具１は、家具本体２
と側方収納部３と取付手段４とからなる。以下、各構成要素について例示説明するが、本
発明およびその構成要素は、以下の説明に限定されるものではない。
【００２５】
１．家具本体
　本実施形態において家具本体２は、図１などに例示するように、多くの収納部を備えて
いる。家具本体２の形状は、正面視が略正方形形状又は略矩形形状であり、左右の側板を
備えている。そして、この家具本体２は、図２に例示するように、室内等の壁面（設置壁
面）R1に背面が沿って設置され、その背面が壁面R1に近接している。
【００２６】
  そして、家具本体２の高さは、家具本体２を設置する箇所の天井面の高さより低くなっ
ている。家具本体２の高さは、１５０ｃｍ以上、１７０ｃｍ以上、高いものでは１８０ｃ
ｍ以上などの場合が考えられる。家具本体２の上面が、天井面に近接するような場合では
、家具本体２の高さは２００ｃｍ以上、例えば２４０ｃｍなどの場合も考えられる。
  また、本実施形態においては、図１などに例示するように、家具本体２の横幅が、家具
本体２を設置する箇所に収まるように、室内等の左右の側壁面R2の間隔よりも短くなって
いる。
【００２７】
２．側方収納部
　側方収納部３は、家具本体２の側方に位置する。本実施形態では、図１～４に例示する
ように、側方収納部３は、家具本体２の向かって右側に位置している。
【００２８】
　また、側方収納部３は、正面板31と、背面板32と、正面板31と背面板32に架設された連
結体33と、を有している。
　正面板31は家具１の正面側に位置し、背面板31は家具１の背面側（壁面R1側）に位置す
る。また、本実施形態では、側方収納部３が連結体33を上下二カ所に有しており（正面板
31と背面板32の上部と下部にそれぞれ架設）、上部の連結体33は厚手の天板、下部の連結
体33は厚手の底板をそれぞれ兼ねるように構成されている。また、本実施形態では、正面
板31と背面板32の間に、二つの棚板35が高さ調節自在（図示せず）に設けてある。
【００２９】
　そして、家具本体２を室内の壁面R1に沿って設置した場合、側方収納部３は、家具本体
２を室内に設置した状態で家具本体２の左右の側面のうち少なくとも片方の側面と室内の
側壁面R2との間に形成される隙間空間R0に位置する。図２などに示す例では、側方収納部
３は、家具本体２の向かって右側の側面と室内の側壁面R2との間に形成される隙間空間R0
（図３参照）に位置する。
【００３０】
　ここで、本実施形態では、正面板31が、家具本体２の向かって右側の側面と室内の側壁
面R2との間に形成される隙間空間R0（図３参照）を正面視から概ね隠すような大きさ及び
形状である。具体的には、隙間空間R0を正面視から見た形状とほぼ等しい縦長矩形の形状
および大きさであり、その高さは家具本体２の高さと概ね等しく、その幅は家具本体２の
側面から室内の側壁面との間隔に概ね等しいか若干短い。
【００３１】
　また、本実施形態では、図４に例示するように、正面板31の外縁部311が外方に突出し
ている。ここで、外縁は、家具本体２側の縁とは左右反対側の縁である。これによって、
外縁部311の裏側面と室内の設置壁面R1との間に板状の側方空間S1が生じ、部屋の側壁面R
2にコンセントＣなどの突起物が存在しているような場合でも、側方空間S1に逃がすこと
かできる。また、正面板31の外縁311と室内の側壁面R2との隙間に指を入れて外縁部の裏
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側面に引っかけやすいため、側方収納部３を引き出しやすくなる。
　正面板31の外縁部311が外方に突出する寸法L1（図４参照）は、好ましくは１～１０ｃ
ｍ、より好ましくは２～８ｃｍ、最も好ましくは３～７ｃｍである。
【００３２】
　一方、側方収納部３の下面36には、図１に例示するように、車輪６が取り付けられてい
る。本実施形態では、車輪６としてのキャスターを左右二つ、側方収納部３の下面のうち
前部側に取り付けてある。本実施形態では、正面板31の下縁部が下方に突出しており、こ
れによって、正面から車輪６が見えにくくなっている。なお、本実施形態では、正面板31
の内縁部（家具本体２側の縁）も、内方（家具本体２側）に突出しており、これによって
、後述するスライドレール41とスライドレール支持板42とが正面から見えにくくなってい
る。
【００３３】
　ここで、本実施形態の様に、側方収納部３の下面のうち後部側には車輪６を取り付けな
いことが好ましい。具体的には、側方収納部３の下面（正面板31と背面板32の厚み部分も
含む）のうち、後方側１／３の部分（図５中L/3の範囲）には車輪６を取り付けないこと
が好ましい。家具１の後ろ側に這わせた電源コードなどへの乗り上げにくさを考慮すると
、後方側１／２の部分（図５中L/2の範囲）には車輪６を取り付けないことがより好まし
い。
【００３４】
３．取付手段
　取付手段４は、側方収納部３が前方に向けて出し戻し自在となるように、側方収納部３
を家具本体２にスライド自在に取り付けるものである。本実施形態では、取付手段４は、
スライドレール41とスライドレール支持板42を備えている。
【００３５】
　スライドレール41は、伸縮自在に組み合わされる一組のガイドレール411,412を有する
。スライドレール41には、ガイドレールに加えて中間レールを備えたものもあり、このよ
うなスライドレールも本願のスライドレールに含まれる。なお、図１に例示するスライド
レール41は縮ませた状態でなく、ある程度伸ばした状態である。
【００３６】
　スライドレール支持板42は、スライドレール41の一組のガイドレール411,412のうち、
一方のガイドレール411に取り付けられる。本実施形態では、スライドレール支持板42と
して、図１などに例示する、横長矩形状の板材を用いてあり、このスライドレール支持板
42が、一方のガイドレール411に取り付けられる。
【００３７】
　一方、一組のガイドレール411,412のうち他方のガイドレール412は、図１及び図３に例
示するように、側方収納部３の連結体33に取り付けられる。より具体的には、他方のガイ
ドレール412は、連結体33の家具本体２側の面に取り付けられる。
　このようにして得られた、側方収納部３と取付手段４の集合体は、図６に例示するよう
な、家具本体２の側面に設置される側方収納ユニット７となる。
【００３８】
　そして、スライドレール支持板42を、家具本体２の側面に取り付けることで、側方収納
部３が前方に向けて出し戻し自在となる。スライドレール支持板42は、家具本体２の側面
に取り外し可能な状態で取り付けされていることが好ましい。例えば、ネジ止め手段など
を用いることができる（図１などではネジ止め手段を省略してある）。
【００３９】
４．家具の別例
　　図７および図８に家具の別例（第二実施形態）を示す。この実施形態は、前述した実
施形態とは、側方収納部３の構成が異なる。
【００４０】
　具体的には、側方収納部３の奥行きが、家具本体２の奥行きよりも短くなっている。こ
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れによって、側方収納部３の正面板31の正面を家具本体２の正面と概ね同一平面上に位置
させた際に、側方収納部３の背面板32と室内の壁面R1の間に後方空間S2が形成され、コン
セント、柱Ｈおよびエアコン配管などの突起物を逃がすことができるのである。側方収納
部３の奥行き寸法は自由に設定することができる。
【００４１】
　以上、特定の実施形態を参照して本発明を例示説明したが、本発明は上記実施形態に限
定されるものではなく、当該技術分野における熟練者等により、本出願の願書に添付され
た特許請求の範囲から逸脱することなく、種々の変更及び修正が可能である。
【００４２】
　例えば、上記実施形態では、家具本体の向かって右側にのみ側方収納部が設置してある
がこれに限定されない。側方収納部を家具本体の向かって左側にのみ設置してもよいし、
家具本体の向かって左右両方側に設置してもよい。
【００４３】
　また、上記実施形態では、取付手段は、スライドレールとスライドレール支持板を備え
ていたが、これに限定されない。取付手段として、スライドレールのみを介して（スライ
ドレール支持板を用いない）、側方収納部の連結体を家具本体の側面に取り付けることも
できる。
【００４４】
　また、上記実施形態では、上下のスライドレールに対応して上下二つのスライドレール
支持板を用いていたが、これに限定されない。例えば、図９に例示するように、上端部と
下端部に上下のスライドレールがそれぞれ取り付けられるような、一枚のスライドレール
支持板を用いてもよい。
【００４５】
　また、上記実施形態では、車輪としてのキャスターを側方収納部の下面のうち前部側に
取り付けてあるが、これに限定されない。例えば、図10や図11に例示するように、側方収
納部の下面のうち前部側だけでなく、後部側にも車輪を取り付けてもよい。このとき、側
方収納部の下面後端から５ｃｍ以上の距離を確保（ｄ＞５ｃｍ）した位置に車輪を取り付
けることが好ましい。なお、図10や図11では、図中向かって左側に家具本体が位置する。
【００４６】
　また、上記実施形態では、側方収納部の背面板表面（後方を向く面）は室内の壁面と対
面しているが、これに限定されない。例えば、側方収納部の背面板表面と対面する化粧板
を家具本体側面の後端から側方に突出するように設けてもよい。化粧板の後方を向く面（
背面板表面と対面する面とは反対側の面）は室内の壁面と対面することになる。
【００４７】
　また、上記実施形態では、家具と天井面との間に空間が生じているが、これに限定され
ない。例えば、家具の上面と天井面とが近接するように高さを調節した家具としたり、家
具の上面と天井面の間の空間に合うような上置き収納ユニットを設けたりしてもよい。
【符号の説明】
【００４８】
１　家具

２　家具本体

３　側方収納部
　31　正面板
　　311　外縁部
　32　背面板
　33　連結体
　35　棚板
　36　下面
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４　取付手段
　41　スライドレール
　　411　（一方の）ガイドレール
　　412　（他方の）ガイドレール
　42　スライドレール支持板

６　車輪

７　側方収納ユニット

R0　隙間空間
R1　壁面（設置壁面）
R2　側壁面

S1 側方空間
S2 後方空間

Ｃ　コンセント
Ｈ　柱

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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